
学生が新型コロナウイルス感染症にかかった時の対応【板橋・狭山共通】 

 

＜問い合わせ先＞ 

 新型コロナウイルス対策本部事務局 TEL 03-3961-5226（総務部総務課） 

PCR検査が陽性となった 

保健所の指示をクラス担任に連絡する※１ 

医療機関や保健所、自治体によっては、療養が終了したこと

を証明する書面（※2）が発行されることがある。 

・もし発行された場合は、発行された証明書等は学生本人が 

保管し、その旨をクラス担任に報告する。 

・もし発行までに時間がかかる場合、あるいは発行されない 

場合は、その旨を担任の先生に伝える。 

 (証明書が発行されても、大学に提出する必要はありません） 

 

・新型コロナウイルス感染対策委員会 

・教育支援センター 

・学生支援センター 

・狭山学務部 

・保健センター保健室、狭山保健室 

 

新型コロナウイルス対策本部事務局 

（総務部総務課） 

療養する 

療養期間終了 

学科長・科長 

 学部長 

（短大は家政学部長へ） 

※２「療養終了の証明書」、「就業制限解除通知書」、

ホテルで療養した場合は、「宿泊証明書」等が発行

される場合がある。 

※１担任の先生に連絡がとりにくい場合は、学科

長・科長の先生や総務課などに連絡する。 


